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令和３年度最低賃金額の改定に関する 

周知・広報の実施等について（ご連絡） 

 

拝啓 平素より当協会の活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

厚生労働省より、標記の事務連絡が発出されましたので、資料を添付しご連

絡申し上げます。 

事務連絡では、令和３年度の地域別最低賃金額の改定については、全ての都

道府県において、令和３年８月から９月の間に改定公示のすべてが行われ、令

和３年 10月１日から順次発効されることや、一定の事業又は職業に係る特定最

低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。本件についての周

知の際には、都道府県労働局にお問い合わせの上、厚生労働省において作成し

た広報媒体（ポスターやリーフレット）をご活用いただきたいとのことです。 

貴支部におかれましては、地域支部および会員の皆様への周知をよろしくお

願いいたします。 

 

〇（参考：都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)一覧） 

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

〇ポスター等については、以下の最低賃金特設サイトにも掲載済みですので、

適宜ご活用頂ければ幸いです。 

（最低賃金特設サイト） 

https://pc.saiteichingin.info/ 
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